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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３１年１月２３日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年６月３日 １２時５９分ごろ 

発生場所 神奈川県藤沢市江の島南方沖 

 江ノ島灯台から真方位１６０°９５０ｍ付近 

（概位 北緯３５°１７.５′ 東経１３９°２８.９′） 

事故の概要 プレジャーボートシーモンスターⅡは、東南東進中、また、水上オ

ートバイワイルドキャットは、東南東進中、両船が衝突した。 

ワイルドキャットは、船長が死亡し、同乗者が軽傷を負い、操縦ハ

ンドルの曲損等を生じ、また、シーモンスターⅡは、左舷船首部船底

に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年６月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート シーモンスターⅡ、１.６トン 

２３５－４６４９６神奈川、個人所有 

５.７１ｍ（Lr）×２.２９ｍ×１.２３ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、６６.２０kＷ、平成１８年４月 

Ｂ 水上オートバイ ワイルドキャット、０.１トン 

２３５－５１７９４神奈川、個人所有 

２.６６ｍ（Lr）×１.０７ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１１２kＷ、平成２７年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日  平成１１年３月２４日 

免許証交付日 平成２６年１月３０日 

           （平成３１年７月１１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５１歳 

特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日  平成２２年９月２１日 

    免許証交付日 平成２６年１２月１５日 

           （平成３２年９月２０日まで有効） 

  同乗者Ｂ 女性 ４５歳 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 死亡 １人（船長）、軽傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部船底に擦過傷 

Ｂ 操縦ハンドルに曲損、右舷外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者４人を乗せ、遊走の目的

で、平成３０年６月３日１２時３０分ごろ、江の島西方沖に向けて神

奈川県鎌倉市材木座海岸を出発した。 

Ａ船は、船長Ａが、右舷中央部の操縦席に腰を掛け、目視により見

張りを行いながら操船に当たり、江の島西方沖で景観を楽しんだ後、

材木座海岸に向け、約１２ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で

手動操舵により江の島南方沖を東北東進した。 

船長Ａは、船首方に数隻のセーリング・ディンギー（以下「本件ヨ

ット」という。）を視認し、本件ヨットが急に変針したりするので、

本件ヨットに注意しながら航行した。 

同乗者のうち１人（以下「同乗者Ａ」という。）は、船長Ａの左隣

の椅子に腰を掛けていたところ、左舷船尾方から接近するＢ船を視認

し、同乗者Ｂが手を振っていたので動画を撮影しようと思い、下を向

いて携帯電話を操作していたが、船が揺れてうまく操作できなかった

ので、撮影を諦めて顔を上げたところ、Ｂ船がＡ船の真横に接近し、

その後右転してＡ船の船首付近に接近するのを見た。 

Ａ船は、船長Ａが、船首方の本件ヨットに注意を向け、針路及び速

力を保持して航行していたところ、左舷正横至近にＢ船を認め、慌て

て右舵を取ったが、１２時５９分ごろＡ船の左舷船首部とＢ船の右舷

船首部とが衝突した。 

船長Ａは、船長Ｂが、着用していた救命胴衣が破損し、頭が沈みそ

うになりながらうつ伏せ状態で浮いていたので、飛び込んで同乗者Ａ

の救命胴衣を船長Ｂに着せ、船長Ｂが沈まないように身体を保持して

救助を待ち、同乗者Ａが１１９番通報を行った。 

Ａ船は、船長Ａが操船し、海上保安庁の指示により藤沢市湘南港に

入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂを後部座席に乗せ、遊

走の目的で、１２時４０分頃、江の島西方沖に向けて材木座海岸を出

発した。 

Ｂ船は、江の島西方沖で景観を楽しんだ後、材木座海岸に向け、江

の島南方沖を東北東進した。 

同乗者Ｂは、Ｂ船がＡ船の左舷船尾方１０数ｍ付近に接近したこと

に気付き、その後、速力を落として並走するように航行していたの

で、Ａ船の同乗者に手を振ったりしていた。 



- 3 - 

同乗者Ｂは、Ｂ船がＡ船の少し前に出たなと感じたとき、目前にＡ

船の船首が見え、Ｂ船とＡ船が衝突したのを見た。 

船長Ｂは、衝突の衝撃で落水し、船長Ａに身体を保持されていたと

ころ、来援した海上保安庁の警備救難艇に揚収されて湘南港に搬送さ

れた後、救急車により病院に搬送されて死亡が確認され、多発外傷と

検案された。 

同乗者Ｂは、救命胴衣を着用して落水したが、自力でＡ船に乗り込

んで救助を待っていたところ、来援した藤沢市消防局水難救助隊の船

舶に揚収され、病院に搬送され、後頭部裂傷等と診断された。 

 Ｂ船は、Ａ船がえい
．．

航して湘南港に入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、風を切る音やＡ船のエンジン音で、後方から接近するＢ

船に気付かなかったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ船は、江の島南方沖を東北東進中、船長Ａが、船首方の本件ヨッ

トに注意を向け、左舷船尾方の見張りを適切に行わず、針路及び速力

を保持して航行していたところ、左舷正横至近にＢ船を認め、右舵を

取ったものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、江の島南方沖を東北東進中、Ａ船の船首方に向けて航行

し、Ａ船に衝突した可能性があると考えられるが、船長Ｂが本事故で

死亡していることから、衝突に至る状況を明らかにすることはできな

かった。 

原因  本事故は、江の島南方沖において、Ａ船及びＢ船が、共に東北東進

中、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水上オートバイを操縦する際は、他の船舶に接近しないよう安全

な距離を確保すること。 

・航行中は、船首方の船舶に注意を向けるだけでなく、周囲の見張

りを適切に行い、接近する船舶がいれば、注意喚起を行って衝突

を回避すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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